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(1) 学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

 

①学生の確保の見通し 

ア 定員充足の見込み 

 和光大学大学院社会文化総合研究科心理学専攻（以下、「和光大学大学院心理学専攻」ま

たは「心理学専攻」）の定員は 10 名である。心理学専攻では，専門的かつ実践的な知識と

技術を修得したうえで，国家資格「公認心理師」を取得し，臨床的で現実的な諸問題に対

して心理的な支援を行う専門的職業人を養成する。国家資格「公認心理師」受験資格を得

るために必要な法定科目の 1 つである「心理実践実習」では，実習学生 5 人につき 1 名の

実習担当教員を配置しなければならないとされている(公認心理師法施行規則第 3条第 2項)。

心理学専攻は専任教員 7 名で構成され，他の開講科目等との関連を考慮し，十分な実習指

導体制を組み，適切な実習指導を行うことができる適切な定員であると考えられる。また，

これまで心理学に関する科目を開設してきた社会文化総合研究科社会文化論専攻発達・教

育臨床論コース（以下、「発達・教育臨床論コース」）の入学者数は，2017年度が 4名，2018

年度が 8 名であった。心理学専攻は，発達・教育臨床論コースで開設されていた心理学関

連科目に加え国家資格「公認心理師」の受験資格を得るために必要な法定科目 10科目をそ

ろえることにより，発達・教育臨床論コース以上に社会的な関心が高まり，また受験者数・

入学者数の増加が予測され，定員を充足できると見込まれる。 

 心理学専攻の母体となる和光大学現代人間学部心理教育学科心理学専修 1・2年生を対象

とした調査(イ―a、資料 1・2)を行ったところ，対象者 100 名中 37 名が将来希望する進路

として心理職をあげており，22 名が和光大学大学院心理学専攻が設置された際には，受験

したいと回答している。 

 東京都及び神奈川県で公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会から臨床心理士養成大

学院に指定されている大学院の受験者数・入学者数を調査した結果(資料 3)，定員に対する

志願者数の割合は 1.1 から 6.0 であり，合格者数に対する受験者数の割合は 1.2 倍から 3.9

倍となっており，いずれも 1倍を超えていた。 

 要約すると，現在，心理学関連科目が開設されている発達・教育臨床論コースでも 10名

に近い入学者数が得られており，国家資格「公認心理師」受験資格が得られるようになる

心理学専攻では，さらなる入学者数が見込まれる。また，和光大学現代人間学部心理教育

学科心理学専修においても 10名を超える学生が心理学専攻への受験を検討していることが

明らかになった。さらに，臨床心理士養成大学院における定員に対する志願者数の割合や

合格者数に対する受験者数の割合は，いずれも 1 倍を超えており，心理支援の専門家を志

して大学院進学を目指す学生は一定程度以上に多いことが推察される。 

 以上から，心理学専攻における定員 10名は入学者数確保・定員充足の観点から妥当であ

り，上記の調査等から十分に定員充足が見込まれると判断される。 
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イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

a. 和光大学心理教育学科心理学専修在学生を対象とした調査 

1．調査の概要 

◆調査期間： 

 2018年 10月 19日（金）および 2018年 10月 23日（火） 

 

◆調査方法 

 大学の授業およびゼミ説明会の際にアンケート用紙を配付し，教員の監督のもとで実施，

回答を集計した。 

 

◆調査対象者 

 和光大学現代人間学部心理教育学科心理学専修 1・2年生 

 ※公認心理師に関して特に関心が強いと考えられる学生に対して調査を実施するため，

和光大学現代人間学部心理教育学科が心理学専修と子ども教育専修に分かれて以降に

心理学専修に入学した学生を調査対象とした。 

 

◆調査内容 

 性別，居住地に加え（学年については，実施した授業から判別可能なため除外），以下の

項目について質問を行った。 

 ・将来希望する進路（複数選択可） 

 ・（将来心理職を希望する者のみ）和光大学大学院心理学専攻を受験したいと思うか否か 

 ・（将来心理職を希望する者のみ）心理学専攻の特色で，興味・関心を持った内容（複数

選択可） 

 ・（和光大学大学院心理学専攻を受験したいと回答した者のみ）和光大学大学院心理学専

攻に合格した場合に入学したいと考えるか否か 

 ・（和光大学大学院心理学専攻を受験したいと思わないと回答した者のみ）和光大学大学

院心理学専攻を受験したいと思わない理由（複数選択可） 

 

2．調査結果 

◆全体傾向 

・アンケート回収数：100名（2年 43名，1年 57名） 

・将来希望する進路として心理職をあげた者：37名（37%） 

 

◆将来希望する進路として心理職をあげた 37名の詳細 

・1年 24名（64.9％），2年 13名 

・男性 16名（43.2%），女性 21名 
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・将来希望する進路として心理職をあげた者のうち，和光大学大学院心理学専攻を受験し

たいと考える者の数：22名（59.5%） 

 

◆「和光大学大学院心理学専攻」を受験したいと考える 22名について 

心理学専攻の特色で，興味・関心を持った内容は以下の通りであった。 

 ・公認心理師（国家資格）が取得できる 21名（95.5%） 

 ・学校心理士が取得できる 11名（50%） 

 ・臨床発達心理士が取得できる 14名（63.6％） 

 ・人の発達段階に沿って，各段階の専門家（教員）がいる 7名（31.8%） 

 ・心理学以外の他の専門分野の授業が受けられる 3名（13.6%） 

 ・学内の不登校児童の支援を行う適応支援室で実習ができる 10名（45.4%） 

 ・奨学金制度が充実している 6名（27.3％） 

 

また，和光大学大学院心理学専攻を受験したいと考える 22名について，合格した場合に

入学したい者は 14名（63.6%），併願校次第で入学したい者は 8名（36.4％）であった。 

 

◆「和光大学大学院心理学専攻」を受験したくない 15名について  

 和光大学大学院心理学専攻を受験したいと思わない理由（複数選択可）について質問を

したところ，回答は以下の通りであった。 

 ・興味・関心のある分野の教員がいないから 0名（0%） 

 ・他の大学院への進学を希望しているから 2名（13.3%） 

 ・さらに詳細を知った上で検討したいから 5名（33.3%） 

 ・心理職にはなりたいが，大学院への進学を考えていないから 5名（33.3%） 

 ・通学が不便そうだから 0名（0%） 

 ・学費が高いから 6名（40%） 

 

3．考察 

◆アンケートの回収状況について 

 設置を予定している和光大学大学院心理学専攻（定員 10名を予定）に最も多くの学生が

進学するのは，和光大学現代人間学部心理教育学科心理学専修（定員 60名）である。本調

査は，和光大学現代人間学部心理教育学科心理学専修の 2 年生 43 名，1 年生 57 名から回

答を得ており，現時点での和光大学現代人間学部心理教育学科心理学専修の大半の学生の

意見を反映したものとなっていると考えられる。 

 

◆各設問の分析 

 将来希望する進路（複数選択可）は，「あなたが将来，希望する進路をお答えください（あ
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てはまるもの全てに○）」という質問に対して，１．心理職，２．専門職（心理職を除く），

３．一般企業，４．公務員・団体職員，５．企業・会社経営，６．未決定，７．その他（     ），

から当てはまるものすべてを選ぶものであった。この質問では，37%の学生が将来希望する

進路の一つとして心理職を挙げた。1年生の希望割合は 2年生よりも多くなっている。これ

は，調査を行った 2018 年の 1 年生（公認心理師の取得に関して区分 A で受験資格を得る

最初の世代）が公認心理師の取得を入学時より意識していることを反映していると考えら

れる（2年生は，公認心理師の経過措置の対象となる学年であり，入学時から公認心理師が

取得できる旨がアナウンスされていなかった）。公認心理師の取得を当初より意識している

世代である 2018年度入学生では心理学専修学生の約 4割が将来の進路として心理職を意識

しており，この割合は非常に高い。 

 将来希望する進路として心理職を挙げた 37名に対しては，次に，現在構想されている「和

光大学大学院心理学専攻」を受験したいと思いますか，という質問を行った。37名のうち，

この質問に「はい（受験したい）」と回答した者は 22名（59.5%）であった。この 22名の

大半（95.5%）は，公認心理師（国家資格）が取得できることを受験理由として挙げており，

公認心理師資格の取得こそがもっとも大きな進学ニーズであると考えられる。その他，和

光大学大学院心理学専攻の魅力として挙がった回答としては，臨床発達心理士が取得でき

る（63.6％），学校心理士が取得できる（50%），学内の不登校児童の支援を行う適応支援室

で実習ができる（45.4%）といった回答が多かった。公認心理師以外でも，資格の取得を理

由として挙げる学生は多く，次いで，実習に関する理由が挙げられていた。なお，和光大

学大学院心理学専攻を受験したいと考える 22名について，合格した場合に入学したい者は

14 名（63.6%）であり，これらの者は併願校の結果の如何に関わらず，入学をするものと

考えられる。 

 将来希望する進路として心理職を挙げたものの，現在構想されている「和光大学大学院

心理学専攻」を受験したいとは思わない 15名のその理由を分析したところ，最も多い回答

は，学費が高いから（40%），さらに詳細を知った上で検討したいから（33.3%）及び心理

職にはなりたいが大学院への進学を考えていないから（33.3%）などの理由が多数であった。

「さらに詳細を知った上で検討したいから」と回答した者については，より詳細な内容が

情報提供されることで，その考えを変える可能性があると考えられる。 

 

◆結論 

 公認心理師の取得を当初より意識している世代である2018年度入学生では心理学専修学

生の約 4 割が将来の進路として心理職を意識しており，現在構想されている「和光大学大

学院心理学専攻」を受験し，合格した際には入学したいと考えていることが明らかになっ

た。現在構想されている「和光大学大学院心理学専攻」には，和光大学現代人間学部心理

教育学科心理学専修から最も多くの学生が進学することが見込まれるものの，「和光大学大

学院心理学専攻」は外部からの進学者も来ることが予想される。以上より和光大学大学院
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心理学専攻における学生募集の見通しに関しては，全く問題ないと分析する。 

 

b. 東京都・神奈川県内の臨床心理士養成大学院の受験動向調査 

1．調査の概要 

◆調査期間 

 2019年 1月 

 

◆調査方法 

 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会ホームページにて掲載されている東京都・神

奈川県内の臨床心理士養成大学院について，ホームページおよび募集要項等を閲覧し，記

録した。 

 

◆調査対象校 

 東京都・神奈川県内の臨床心理師養成大学院 35校のうち，ホームページおよび募集要項

において，2018年度入試（2018年 4月入学者対象入試）について①定員または志願者数，

②合格者数，の 2つの情報が掲載されていた大学院 18校を調査対象校とした。 

 ※和光大学は所在地を東京都町田市としているが，敷地は東京都と神奈川県にまたがっ

ており，これまでも東京都と神奈川県の 2 都県から多くの受験者・入学者を迎えてき

た。そのため，心理学専攻についても，受験者・入学者の多くは東京都と神奈川県に

在住しているものであると想定されるため，参照校として，東京都と神奈川県の臨床

心理士養成大学院を選定した。これらの大学院のほぼすべてが国家資格「公認心理師」

の法定科目にも対応すると想定される。 

 

◆調査内容 

 各大学院について，①定員，②志願者数，③受験者数，④合格者数，⑤入学者数，を調

べた。なお，複数回入試を行っている大学院については，すべてを合算して記載した。 

 

2．調査結果と考察 

 調査結果は以下の通りである。対象となった 18の大学院すべてにおいて，志願者数が定

員を超えていた。定員に対する志願者数の割合(b/a)は，最小で 1.1，最大で 6.0であり，平

均 3.1となる。つまり，平均すると定員の 3.1倍にあたる人数の志願者がいたことになる。 

 また，合格者数に対する受験者数の割合(c/d)は最小で 1.2，最大で 3.9 であり，平均 2.4

となる。合格者は受験者 2.4人に 1人となり，各大学院とも，心理学に関する知識等につい

て一定の水準を超えた入学者を確保していると推測される。 

 国家資格「公認心理師」取得希望者は，現在の臨床心理士取得希望者と重複すると考え

られる。そのため，各大学院とも，国家資格「公認心理師」に対応したカリキュラムを構
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成することで，上記と同程度あるいはそれ以上の志願者を得て，定員を充足できる入学者

を確保できると考えられる。 

 和光大学大学院心理学専攻についても，今回の対象となった大学院と同様の傾向が生じ

ると見込まれ，定員 10名を超える志願者のなかから，定員充足に十分な入学者数を確保で

きると考える。 

 

ウ 学生納付金の設定の考え方 

 心理学専攻の入学金，授業料等学生納付金は，現在と同じく，入学金 200,000 円，授業

料等 650,000円とし，合計は 850,000円を予定している。 

 イ－b「東京都・神奈川県内の臨床心理士養成大学院の受験動向調査」で対象とした大学

院 18 校の入学金及び授業料等初年次納付金を調査したところ，国立大学法人 1 校(お茶の

水女子大学大学院)を除く 17校の入学金は，最低値 100,000円，最高値 300,000円であり，

平均は 220,588 円(標準偏差 58,787 円)となっていた。また，年間授業料等では，最低値

640,200 円，最高値 1,070,000 円であり，平均 801,700 円(標準偏差 118,194 円)であった。

入学金と年間授業料等の合計では，最低値 853,200 円，最高値 1,260,000 円であり，平均

1,022,288円(標準偏差 112,011円)となっていた。 

 心理学専攻の入学金及び年間授業料等は今回対象とした 17校の平均と同程度以下であり，

合計金額は対象 17 校の最低値よりも低い金額となっている。イ－a「和光大学心理教育学

科心理学専修在学生を対象とした調査」において，和光大学大学院心理学専攻を受験した

くないと回答した 15名のうち 6名が「学費が高いから」と回答しているが，今回の結果か

ら，心理学専攻が他大学院と比較して「学費が高い」とは言えないことが明らかとなった。 

以上から，心理学専攻の入学金，年間授業料等学生納付金は，他大学院と比べても決し

て高く設定されているとは言えず，適切かつ妥当なものであると考えられる。 

 

②学生確保に向けた具体的な取組状況 

 心理学専攻設置が認められた際には，和光大学ホームページ上で告知をするとともに，

募集要項等において明記し，周知を図る。また，オープンキャンパス(年間 10 回程度開催)

や大学院説明会(6月・12月に開催予定)でも，来場者等に説明をし，周知を図る。 

 また，和光大学社会文化総合研究科では，和光大学において優秀な成績を修めた学生を

対象に内部推薦を行っている。内部推薦では入学金等の減免などの優遇があり，発達・教

育臨床論コースの 2018 年度入学者の 8 名のうち 7 名が，内部推薦によって入学しており，

学生確保の重要な方策である。心理学専攻においても，現行と同様の内部推薦を行う予定

としており，定員における一定割合をこれによって確保できると考える。 

 

(2)人材需要の動向等社会の要請 

①人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 
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心理学専攻が養成する人物像は，人の心理・発達及び臨床的で現実的な諸問題について

深い見識と高い研究能力を有するとともに，人の心理支援に関わる専門的職業人としての

高度な実践能力を有した人材であり，国家資格「公認心理師」を取得し，国民の心の健康

の保持増進に広く携わっていける者である。心理支援に関わる専門的な知識と技術を有し，

多職種とも連携・協働する素養を備えた専門的な職業人となるだけでなく，人の心理・発

達に関わる臨床的で現実的な諸問題を研究する能力を有することも重要であると考える。

このような研究能力を有することで，自らの資質を向上させるために，個別事例をより客

観的・俯瞰的に把握するための科学的思考が可能となり，より適切な心理支援を行うこと

ができると考える。 

 

②上記①が社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠 

 現代社会では，精神疾患，自殺，ストレス，ハラスメント，ひきこもりなど，多くの心

理的な困難・課題が存在している。また，学校現場では，いじめや不登校，非行などは長

年の教育的・心理発達的な課題とされており，近年では発達障害を有する児童生徒への教

育・指導に注目が集まっている。たとえば，厚生労働省「児童相談所における児童虐待相

談対応件数」は年々増加しており，2017度では 133,778件と最高値となっている（資料 4）。

また，年間自殺者数は 2003年の 34,427名を最高に，徐々に減少傾向にあるが，2017年に

おいても 21,321 名の自殺者がおり，人口に対する自殺者の割合は先進諸国の中でも高く，

また若年者の死亡数における自殺率も高くなっている（資料 5）。 

 このような困難・問題への対応・支援だけではなく，困難・問題が生じないように事前

に予防することの重要性が指摘されるようになってきている。心理学においても「ストレ

ス・マネジメント教育」のような心の健康教育に注目が集まるようになってきており，産

業・労働分野ではストレスチェック制度が義務化されている。心理的支援を行う専門家に

も，これまでの医療モデルに基づいた支援だけではなく，予防的な視点も含めた支援・実

践が期待されてきている。 

 このような社会的な期待や要請を受けて，2015 年に公認心理師法が成立し，2018 年 9

月及び 12月に行われた第 1回国家試験では，約 28,600人が合格した。1988年に創設され

た臨床心理士は 2018年 5月時点で約 32,000人であり，1，2年のうちに公認心理師数は臨

床心理士数を超え，心理支援の中核的な存在として，心の健康とその支援に従事すると考

えられ，また医療・福祉・教育など幅広い分野において，公認心理師資格を有した心理支

援に関する専門的職業人の需要は高まると考えられる。 

 このような現状の中，国家資格「公認心理師」受験資格を得て心理支援の高度な専門的

職業人を養成しようとする心理学専攻は，社会の動向と要請に合致し，人材需要の動向に

応える使命を全うできると考える。 
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【資料 1】 

和光大学大学院社会文化総合研究科 

（大学院）心理学専攻の設置についての 

アンケート調査 

（対象：和光大学心理教育学科心理学専修在籍の皆さん） 

 アンケート調査の目的  

 和光大学大学院は、2020 年 4 月、新しく心理学専攻を設置することを構想しています。

この新しい専攻では、新しくできた心理職の国家資格である公認心理師の養成を主たる目

的としています。既に、和光大学心理教育学科では、公認心理師取得に向けて動き出して

いますが、今後、大学院進学の可能性のある学生の皆さんから様々な意見をお聞きし、心

理学専攻の設置構想の内容に反映したいと考えています。 

 和光大学大学院心理学専攻に関する以下の説明をよく読んだ上で、次ページ目からのア

ンケート項目にお答えください。なお、本アンケートの調査結果は、和光大学大学院心理

学専攻の設置に関わる統計資料としてのみ利用し、その他の目的には使用しません。どう

ぞ、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 和光大学大学院 心理学専攻 の概要  

名称：和光大学大学院 社会文化総合研究科 心理学専攻 

設置場所：東京都町田市金井町 2160（小田急線鶴川駅徒歩１５分） 

 

 心理学専攻の特徴、理念、養成する人物像  

心の健康の保持増進が求められている現代社会において、人の発達を生涯を通して理解

し、その過程で直面する様々な場面での困難や問題について、専門諸分野の知見等もふま

えて研究するとともに、困難や問題を抱える者やその関係者に対して適切な支援をするた

めの幅広い見識と技法を身につけた心理援助の専門家・実践者の養成を目指します。  
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 取得できる資格  

公認心理師（国家資格）、学校心理士、臨床発達心理士 

 

 初年度納付金の比較  

  入学金 授業料 
施設費、 

その他 
合計 

和光大学大学院 

社会文化総合研究科 心理学専攻 
¥200,000  ¥600,000  ¥100,000  ¥900,000  

明星大学大学院  

人文学研究科 心理学専攻 
¥250,000  ¥650,000  ¥150,000  ¥1,050,000  

目白大学大学院  

心理学研究科 臨床心理学専攻 
¥160,000 ¥590,000 ¥197,430 ¥947,430  

※和光大学大学院の納付金は 2018 年度の情報であり、実習費を含めています 

   ※その他の大学院の納付金は、各大学院のホームページ掲載情報にもとづいています 

（2018 年 7 月時点） 

                                                 

以下がアンケートになります。回答をお願いいたします。 

 

問１ あなたの性別をお答えください（あてはまるもの１つに○） 

 １．男    ２．女    ３．その他 

 

 

問２ あなたが現在お住まいの都道府県をお答えください（あてはまるもの１つに○） 

 １．東京都    ２．神奈川県    ３．その他 

 

 

問３ あなたが将来、希望する進路をお答えください（あてはまるもの全てに○） 

 １．心理職   ２．専門職（心理職を除く） 

３．一般企業  ４．公務員・団体職員  ５．企業・会社経営   

６．未決定  ７．その他（     ） 

 

問３で心理職と回答した人以外の方へのご質問は以上となります  
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問４ 問３で心理職とお答えした人にお聞きます。あなたは、現在構想されている 

「和光大学大学院心理学専攻」を受験したいと思いますか（あてはまるもの１つに○） 

 

１．はい    → 問５および問６にお答えください 

 

２．いいえ   → 問７にお答えください 

 

 

問５ 和光大学大学院が設置を構想している「心理学専攻」には、以下のような特色が 

あります。あなたが興味・関心を持った内容をお答えください 

（あてはまるもの全てに○） 

 

１． 公認心理師（国家資格）が取得できる 

２． 学校心理士が取得できる 

３． 臨床発達心理士が取得できる 

４． 人の発達段階に沿って、各段階の専門家（教員）がいる 

５． 心理学以外の他の専門分野の授業が受けられる 

６． 学内の不登校児童の支援を行う適応支援室で実習ができる 

７． 奨学金制度が充実している 

 

 

問６ あなたは問４で受験したいと回答した和光大学大学院が設置を構想している「心理

学専攻」に合格した場合、入学したいと思いますか（あてはまるもの１つに○） 

 

１．入学したい 

 

２．併願大学の結果によっては、入学したい 
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問７ あなたが構想中の「和光大学大学院心理学専攻」を受験したいと思わない理由を 

お答えください（あてはまるもの全てに○） 

 

１．興味・関心のある分野の教員がいないから 

２．他の大学院への進学を希望しているから 

３．さらに詳細を知った上で検討したいから 

４．心理職にはなりたいが、大学院への進学を考えていないから 

５．通学が不便そうだから 

６．学費が高いから 

７．その他（                              ） 

 

 

アンケートは以上になります。ご協力ありがとうございました。 
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【資料 2】 

和光大学大学院社会文化総合研究科 

（大学院）心理学専攻の設置についてのアンケート調査 設置構想(参考資料) 

 

【和光大学大学院社会文化総合研究科心理学専攻の設置の趣旨】   

 和光大学は，東京・世田谷の和光学園を母体に，1966 年に教育学者・梅根悟を初代学

長として創立して以来，「自由な研究と学習の共同体」の理念のもと，総合的教養の重視や

少人数教育の実施を通して，単なる目先の実利実用，利功性だけにとらわれない基礎的な

研究を教員が率先して行うとともに，学生の自由と個性，可能性を尊重することで，堅実

な職業意識と高い社会貢献への意識を持ち，広い教養と深い専門性を伴う実力を備えた人

材を養成することを目的に発展してきた。現在，現代人間学部，表現学部，経済経営学部

の 3 学部と社会文化総合研究科を要する文系総合大学となっている。 

 今回新設する「社会文化総合研究科心理学専攻」の設置母体は，現代人間学部心理教育

学科である。心理教育学科は心理学専修，子ども教育専修，子ども教育専修保育コースの

2 専修 1 コースで構成されている。特に心理学専修は，乳幼児期から老年期までの人の一

生の発達を軸に，個人―社会，適応―不適応などの観点を組み合わせ，「こころ」に関する

現代の諸問題を読み解く力や，実践・援助をする方法をもった人材の養成を行っている。

「基礎」「臨床」「発達・教育」「社会」「心理学の方法」など幅広い領域に関するカリキュ

ラムを整え，日本心理学会が認定する「認定心理士」資格が取得できるようになっている。 

また，実践・援助をする方法は，大学内に設置された不登校支援施設や近隣の小・中学校

における実習・ボランティア活動等で活かされており，卒業生には児童相談所や学童保育，

障害者支援施設などの NPO 等で勤務している者も少なくない。 

また，心の健康の保持増進と心理的支援に対する社会的な関心と需要の高まりを受けて，
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国家資格「公認心理師」が新設された。2018 年度からは国家資格「公認心理師」の受験

資格に必要な学部における法定科目 25 科目も順次開講し，これまで以上に心理的な支援

を専門的に行う人材に必要な基礎的な知識と研究力，実践・支援をするための態度と方法

を備えた人材の養成を行っていく。 

 このように現代人間学部心理教育学科において養成された人材が，本学大学院において，

より専門的かつ実践的な知識と技術を修得したうえで，国家資格「公認心理師」を取得し，

臨床的で現実的な諸問題に対して心理的な支援を行う専門的職業人となるよう養成するこ

とで，社会的な要請に対応していくことが求められているため，現代人間学部心理教育学

科を基盤として，心理学に特化した「心理学専攻」の設置を企図するに至った。 

 

【教育課程の特色】 

 心理学専攻の設置母体である社会文化総合研究科発達・教育臨床論コースは，一般社団

法人 学校心理士認定運営機構より学校心理士に必要な教育課程が編成されていることが

認められている。また，一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構からは臨床発達心理

士に必要な教育課程が編成されていることも認められている。心理学専攻においても，学

校心理士および臨床発達心理士に必要な教育課程は維持する。 

 さらに，心理学専攻では，国家資格「公認心理師」の受験資格に必要な，公認心理師法

施行規則で定められた 10 科目を編成し，心理支援と多職種連携，心の健康教育によって

国民の心の健康の保持増進に貢献できる専門的職業人を養成する。また，公認心理師等心

理支援の専門職に従事したあとも，人の心理・発達及び諸問題についての見識を高め，資

質向上に努めるためにも，臨床心理学等心理学の特定分野に偏ることなく，幅広い専門的

知識と研究法を修得していくことが求められる。 

 心理学専攻では，上記の考え方のもと，「心理支援の基礎」「心理支援の展開」「心理支援
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の実践」「心理支援の実習」「研究指導」という 5 つの区分を設定している。 

(1)「心理支援の基礎」：適切な心理支援を行うためには，人の心理・発達に対する幅広

い専門的な知識が求められる。心理支援の前提として，人の心

理・発達を理解し，人の心理・発達や諸問題を全人的な視点か

ら深く捉えることができるよう展開する。 

(2)「心理支援の展開」：保健医療，福祉，教育など心理支援が求められるそれぞれの領

域・分野における心理支援の実践と多領域との連携・協働の在

り方について展開する。 

(3)「心理支援の実践」：アセスメントや心理支援，心の健康教育など，心理支援が求め

られる場面において実際に活用する理論，知識および技術につ

いて講義と実習によって展開する。 

(4)「心理支援の実習」：心理支援で求められるアセスメント，カウンセリング・心理療

法，心の健康教育，多職種連携などについて具体的な方法を学び，

それを現場で実践する。 

(5)「研究指導」：人の心理・発達や諸問題について研究し，専門的職業人となったあと

も，研究を通して資質向上に努めることができるよう，心理学的な方法

に沿った科学的な研究の指導を展開する。 
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【資料 3】 

大
学
院
名

研
究
科
名
　

専
攻
名

領
域
（
コ
ー
ス
）
名

定
員
合
計

(a
)

志
願
者

(b
)

受
験
者

(c
)

合
格
者

(d
)

入
学
者

b/
a

c
/
d

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院

人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科

人
間
発
達
科
学
専
攻

発
達
臨
床
心
理
学
コ
ー
ス

3
1

2
6

1
3

1
2

2
.0

桜
美
林
大
学
大
学
院

心
理
学
研
究
科

臨
床
心
理
学
専
攻

1
3

4
2

3
8

1
2

1
0

3
.2

3
.2

学
習
院
大
学
大
学
院

人
文
科
学
研
究
科

臨
床
心
理
学
専
攻

1
2

5
5

4
7

1
2

9
4
.6

3
.9

上
智
大
学
大
学
院

総
合
人
間
科
学
研
究
科

心
理
学
専
攻

臨
床
心
理
学
コ
ー
ス

1
5

1
8

1
5

1
.2

昭
和
女
子
大
学
大
学
院

生
活
機
構
研
究
科

心
理
学
専
攻

臨
床
心
理
学
講
座

1
2

4
8

1
9

1
4

4
.0

白
百
合
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科

発
達
心
理
学
専
攻

発
達
臨
床
心
理
学
コ
ー
ス

5
2
0

1
8

8
4
.0

2
.3

聖
心
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科

人
間
科
学
専
攻

臨
床
心
理
学
研
究
領
域

4
2
4

8
6
.0

大
正
大
学
大
学
院

人
間
学
研
究
科

臨
床
心
理
学
専
攻

1
8

5
3

1
9

1
8

2
.9

帝
京
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科

臨
床
心
理
学
専
攻

1
5

2
6

1
4

9
1
.7

東
京
成
徳
大
学
大
学
院

心
理
学
研
究
科

臨
床
心
理
学
専
攻

7
2
6

2
4

9
7

3
.7

2
.7

東
洋
英
和
女
学
院
大
学
大
学
院

人
間
科
学
研
究
科

人
間
科
学
専
攻

臨
床
心
理
学
領
域

6
4

2
5

法
政
大
学
大
学
院

人
間
社
会
研
究
科

臨
床
心
理
学
専
攻

1
5

5
8

1
7

3
.9

武
蔵
野
大
学
大
学
院

人
間
社
会
研
究
科

人
間
学
専
攻

臨
床
心
理
学
コ
ー
ス

1
5

4
1

3
9

1
7

2
.7

2
.3

明
治
学
院
大
学
大
学
院

心
理
学
研
究
科

心
理
学
専
攻

臨
床
心
理
学
コ
ー
ス

6
4

1
6

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
大
学
院

総
合
人
間
研
究
科

臨
床
心
理
学
専
攻

1
0

2
4

2
4

1
3

1
1

2
.4

1
.8

神
奈
川
大
学
大
学
院

人
間
科
学
研
究
科

人
間
科
学
専
攻

臨
床
心
理
学
研
究
領
域

1
2

1
3

3
1
.1

北
里
大
学
大
学
院

医
療
系
研
究
科

医
科
学
専
攻

臨
床
心
理
学
コ
ー
ス

4
0

6
6

6
4

5
5

1
.7

1
.2

日
本
女
子
大
学
大
学
院

人
間
社
会
研
究
科

心
理
学
専
攻

臨
床
心
理
学
領
域

1
0

2
7

1
0

1
0

2
.7

東
京
都
・
神
奈
川
県
内
の
臨
床
心
理
師
養
成
大
学
院
に
お
け
る

2
0

1
8
年
度
入
試
の
定
員
・
志
願
者
数
・
受
験
者
数
・
合
格
者
数
・
入
学
者
数
及
び
そ
れ
ら
の
割
合



平
成
2
9
年
度

児
童
相
談
所
で
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
＜
速
報
値
＞

○
児
童
相
談
所
で
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
と
そ
の
推
移
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
頁

○
児
童
相
談
所
で
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
（
対
前
年
度
比
較
、
都
道
府
県
別
）
・
・
・
・
２
頁

○
児
童
相
談
所
で
の
虐
待
相
談
の
内
容
別
件
数
の
推
移
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
頁

○
児
童
相
談
所
で
の
虐
待
相
談
の
経
路
別
件
数
の
推
移
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４
頁

※
平

成
30

年
８

月
30

日
公

表
の

「
平

成
29

年
度

児
童

相
談

所
で

の
児

童
虐

待
対

応
件

数
等

」
の

数
値

に
つ

い
て

は
、

速
報

値
の

た
め

今
後

変
更

が
あ

り
得

る
。

1

Jigyousitucho
タイプライターテキスト
【資料4】　出典元：厚生労働省ＨＰ　https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000348313.pdf



児
童
相
談
所
で
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
と
そ
の
推
移

１
．
平
成
2
9
年
度
の
児
童
相
談
所
で
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数

平
成
2
9
年
度
中
に
、
全
国
2
1
0
か
所
の
児
童
相
談
所
が
児
童
虐
待
相
談
と
し
て
対
応
し
た
件
数
は
1
3
3
,7
7
8
件
（
速
報
値
）
で
、
過
去
最
多
。

※
対
前
年
度
比
1
0
9
.1
％
（
1
1
,2
0
3
件
の
増
加
）

※
相
談
対
応
件
数
と
は
、
平
成
2
9
年
度
中
に
児
童
相
談
所
が
相
談
を
受
け
、
援
助
方
針
会
議
の
結
果
に
よ
り
指
導
や
措
置
等
を
行
っ
た
件
数
。

※
平
成
2
9
年
度
の
件
数
は
、
速
報
値
の
た
め
今
後
変
更
が
あ
り
得
る

２
．
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
の
推
移

３
．
主
な
増
加
要
因

○
心
理
的
虐
待
に
係
る
相
談
対
応
件
数
の
増
加
（
平
成
2
8
年
度
：
6
3
,1
8
6
件
→
平
成
2
9
年
度
：
7
2
,1
9
7
件
（
＋
9
,0
1
1
件
）
）

○
警
察
等
か
ら
の
通
告
の
増
加
（
平
成
2
8
年
度
：
5
4
,8
1
2
件
→
平
成
2
9
年
度
：
6
6
,0
5
5
件
（
＋
1
1
,2
4
3
件
）
）

（
平
成
2
8
年
度
と
比
し
て
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
が
大
幅
に
増
加
し
た
自
治
体
か
ら
の
聞
き
取
り
）

○
心
理
的
虐
待
が
増
加
し
た
要
因
と
し
て
、
児
童
が
同
居
す
る
家
庭
に
お
け
る
配
偶
者
に
対
す
る
暴
力
が
あ
る
事
案
（
面
前
Ｄ
Ｖ
）
に
つ
い
て
、

警
察
か
ら
の
通
告
が
増
加
。

注
）
平
成
2
2
年
度
の
件
数
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
、
福
島
県
を
除
い
て
集
計
し
た
数
値
。

年
　

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度

（
速

報
値

）

件
　

数
4
2
,6

6
4

4
4
,2

1
1

5
6
,3

8
4

5
9
,9

1
9

6
6
,7

0
1

7
3
,8

0
2

8
8
,9

3
1

1
0
3
,2

8
6

1
2
2
,5

7
5

1
3
3
,7

7
8

対
前

年
度

比
1
0
5
.0

%
1
0
3
.6

%
　

-
　

　
-
　

1
1
1
.3

%
1
1
0
.6

%
1
2
0
.5

%
1
1
6
.1

%
1
1
8
.7

%
1
0
9
.1

%

１
）

注

１

1,
10

1
1,

17
1

1,
37

2
1,

61
1

1,
96

1
2,

72
2

4,
10

2
5,

35
2

6,
93

2
11

,6
31

17
,7

25
23

,2
7423

,7
3826

,5
69

33
,4

08
34

,4
72

37
,3

23
40

,6
39

42
,6

64
44

,2
11

56
,3

84
59

,9
19

66
,7

0173
,8

02
88

,9
31

10
3,

28
612

2,
57

5

0

20
,0

00

40
,0

00

60
,0

00

80
,0

00

10
0,

00
0

12
0,

00
0

14
0,

00
0

16
0,

00
0

平 成 ２ 年 度

平 成 ３ 年 度

平 成 ４ 年 度

平 成 ５ 年 度

平 成 ６ 年 度

平 成 ７ 年 度

平 成 ８ 年 度

平 成 ９ 年 度

平 成 １ ０ 年 度

平 成 １ １ 年 度

平 成 １ ２ 年 度

平 成 １ ３ 年 度

平 成 １ ４ 年 度

平 成 １ ５ 年 度

平 成 １ ６ 年 度

平 成 １ ７ 年 度

平 成 １ ８ 年 度

平 成 １ ９ 年 度

平 成 ２ ０ 年 度

平 成 ２ １ 年 度

平 成 ２ ２ 年 度

平 成 ２ ３ 年 度

平 成 ２ ４ 年 度

平 成 ２ ５ 年 度

平 成 ２ ６ 年 度

平 成 ２ ７ 年 度

平 成 ２ ８ 年 度

平 成 ２ ９ 年 度

13
3,

77
8（

速
報

値
）

2



児
童

相
談

所
で

の
児

童
虐

待
相

談
対

応
件

数
（
対

前
年

度
比

較
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

別
）

２
※

指
定

都
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
の

件
数

は
、

都
道

府
県

の
件

数
の

外
数

で
あ

る
。

平
成

28
年

度
平

成
29

年
度

（速
報

値
）

対
前

年
度

増
減

件
数

1
北

海
道

3,
02

3
3,

22
0

19
7

10
7%

2
青

森
県

94
9

1,
07

3
12

4
11

3%

3
岩

手
県

94
2

1,
08

8
14

6
11

5%

4
宮

城
県

81
2

72
7

▲
 8

5
90

%

5
秋

田
県

41
0

46
0

50
11

2%

6
山

形
県

33
1

27
1

▲
 6

0
82

%

7
福

島
県

95
6

1,
17

7
22

1
12

3%

8
茨

城
県

2,
03

8
2,

25
6

21
8

11
1%

9
栃

木
県

1,
11

6
1,

23
2

11
6

11
0%

10
群

馬
県

1,
14

2
1,

07
9

▲
 6

3
94

%

11
埼

玉
県

9,
34

3
10

,4
39

1,
09

6
11

2%

12
千

葉
県

6,
77

5
6,

81
1

36
10

1%

13
東

京
都

12
,4

94
13

,7
07

1,
21

3
11

0%

14
神

奈
川

県
4,

10
5

4,
90

4
79

9
11

9%

15
新

潟
県

1,
24

0
1,

48
2

24
2

12
0%

16
富

山
県

62
9

79
4

16
5

12
6%

17
石

川
県

43
6

43
8

2
10

0%

18
福

井
県

51
0

55
3

43
10

8%

19
山

梨
県

97
0

75
7

▲
 2

13
78

%

20
長

野
県

1,
90

9
2,

04
8

13
9

10
7%

21
岐

阜
県

1,
00

4
1,

09
5

91
10

9%

22
静

岡
県

1,
51

6
1,

30
4

▲
 2

12
86

%

23
愛

知
県

4,
29

7
4,

36
4

67
10

2%

24
三

重
県

1,
31

0
1,

67
0

36
0

12
7%

25
滋

賀
県

1,
28

3
1,

40
0

11
7

10
9%

26
京

都
府

1,
56

1
1,

52
8

▲
 3

3
98

%

27
大

阪
府

10
,1

18
11

,3
06

1,
18

8
11

2%

28
兵

庫
県

2,
86

7
3,

61
4

74
7

12
6%

29
奈

良
県

1,
46

7
1,

48
1

14
10

1%

30
和

歌
山

県
1,

14
0

1,
14

2
2

10
0%

31
鳥

取
県

84
76

▲
 8

90
%

32
島

根
県

21
1

20
3

▲
 8

96
%

33
岡

山
県

45
3

49
7

44
11

0%

34
広

島
県

2,
06

6
2,

05
3

▲
 1

3
99

%

35
山

口
県

55
1

52
6

▲
 2

5
95

%

  都
道

府
県

・指
定

都
市

・

  児
童

相
談

所
設

置
市

児
童

相
談

所
相

談
対

応
件

数
対

前
年

度

増
減

割
合

平
成

28
年

度
平

成
29

年
度

（速
報

値
）

対
前

年
度

増
減

件
数

36
徳

島
県

65
8

63
4

▲
 2

4
96

%

37
香

川
県

95
9

1,
18

1
22

2
12

3%

38
愛

媛
県

80
3

72
6

▲
 7

7
90

%

39
高

知
県

29
1

32
6

35
11

2%

40
福

岡
県

2,
30

0
3,

08
4

78
4

13
4%

41
佐

賀
県

27
5

24
8

▲
 2

7
90

%

42
長

崎
県

66
5

63
0

▲
 3

5
95

%

43
熊

本
県

52
0

54
5

25
10

5%

44
大

分
県

1,
23

0
1,

32
1

91
10

7%

45
宮

崎
県

63
1

1,
13

6
50

5
18

0%

46
鹿

児
島

県
35

2
81

8
46

6
23

2%

47
沖

縄
県

71
3

69
1

▲
 2

2
97

%

48
札

幌
市

1,
79

8
1,

91
3

11
5

10
6%

49
仙

台
市

74
3

69
5

▲
 4

8
94

%

50
さ

い
た

ま
市

2,
27

1
2,

65
6

38
5

11
7%

51
千

葉
市

1,
13

5
1,

10
3

▲
 3

2
97

%
52

横
浜

市
4,

13
2

4,
82

5
69

3
11

7%

53
川

崎
市

2,
08

6
2,

41
1

32
5

11
6%

54
相

模
原

市
1,

14
9

1,
13

2
▲

 1
7

99
%

55
新

潟
市

60
5

67
6

71
11

2%

56
静

岡
市

48
6

59
0

10
4

12
1%

57
浜

松
市

49
4

47
4

▲
 2

0
96

%

58
名

古
屋

市
2,

74
7

2,
89

8
15

1
10

5%

59
京

都
市

1,
14

5
1,

32
8

18
3

11
6%

60
大

阪
市

6,
02

0
5,

48
5

▲
 5

35
91

%

61
堺

市
1,

60
5

1,
62

1
16

10
1%

62
神

戸
市

1,
22

5
1,

57
6

35
1

12
9%

63
岡

山
市

46
9

43
6

▲
 3

3
93

%

64
広

島
市

1,
41

4
1,

62
5

21
1

11
5%

65
北

九
州

市
91

8
1,

13
9

22
1

12
4%

66
福

岡
市

97
6

1,
29

2
31

6
13

2%

67
熊

本
市

57
0

70
3

13
3

12
3%

68
横

須
賀

市
72

2
65

6
▲

 6
6

91
%

69
金

沢
市

41
0

42
9

19
10

5%

12
2,

57
5

13
3,

77
8

11
,2

03
10

9%

  都
道

府
県

・指
定

都
市

・

  児
童

相
談

所
設

置
市

児
童

相
談

所
相

談
対

応
件

数
対

前
年

度

増
減

割
合

全
国

3



身
体

的
虐

待
ネ

グ
レ

ク
ト

性
的

虐
待

心
理

的
虐

待
総

　
　

数

平
成

2
0
年

度
1
6
,3

4
3
( 

3
8
.3

%
)

1
5
,9

0
5
( 

3
7
.3

%
)

1
,3

2
4
( 

 3
.1

%
)

9
,0

9
2
( 

2
1
.3

%
)

4
2
,6

6
4
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
1
年

度
1
7
,3

7
1
( 

3
9
.3

%
)

1
5
,1

8
5
( 

3
4
.3

%
)

1
,3

5
0
( 

 3
.1

%
)

1
0
,3

0
5
( 

2
3
.3

%
)

4
4
,2

1
1
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
2
年

度
2
1
,5

5
9
( 

3
8
.2

%
)

1
8
,3

5
2
( 

3
2
.5

%
)

1
,4

0
5
( 

 2
.5

%
)

1
5
,0

6
8
( 

2
6
.7

%
)

5
6
,3

8
4
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
3
年

度
2
1
,9

4
2
( 

3
6
.6

%
)

1
8
,8

4
7
( 

3
1
.5

%
)

1
,4

6
0
( 

 2
.4

%
)

1
7
,6

7
0
( 

2
9
.5

%
)

5
9
,9

1
9
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
4
年

度
2
3
,5

7
9
( 

3
5
.4

%
)

1
9
,2

5
0
( 

2
8
.9

%
)

1
,4

4
9
( 

 2
.2

%
)

2
2
,4

2
3
( 

3
3
.6

%
)

6
6
,7

0
1
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
5
年

度
2
4
,2

4
5
( 

3
2
.9

%
)

1
9
,6

2
7
( 

2
6
.6

%
)

1
,5

8
2
( 

 2
.1

%
)

2
8
,3

4
8
( 

3
8
.4

%
)

7
3
,8

0
2
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
6
年

度
2
6
,1

8
1
( 

2
9
.4

%
)

2
2
,4

5
5
( 

2
5
.2

%
)

1
,5

2
0
( 

 1
.7

%
)

3
8
,7

7
5
( 

4
3
.6

%
)

8
8
,9

3
1
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
7
年

度
2
8
,6

2
1
( 

2
7
.7

%
)

2
4
,4

4
4
( 

2
3
.7

%
)

1
,5

2
1
( 

 1
.5

%
)

4
8
,7

0
0
( 

4
7
.2

%
)

1
0
3
,2

8
6
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
8
年

度
3
1
,9

2
5
( 

2
6
.0

%
)

2
5
,8

4
2
( 

2
1
.1

%
)

1
,6

2
2
( 

 1
.3

%
)

6
3
,1

8
6
( 

5
1
.5

%
)

1
2
2
,5

7
5
(1

0
0
.0

%
)

平
成

2
9
年

度
（
速

報
値

）
3
3
,2

2
3
( 

2
4
.8

%
)

（
+
1
,2

9
8
）

2
6
,8

1
8
( 

2
0
.0

%
)

（
+
9
7
6
）

1
,5

4
0
( 

 1
.2

%
)

（
-
8
2
）

7
2
,1

9
7
( 

5
4
.0

%
)

(+
9
,0

1
1
)

1
3
3
,7

7
8
(1

0
0
.0

%
)

（
+
1
1
,2

0
3
）

児
童

相
談

所
で

の
虐

待
相

談
の

内
容

別
件

数
の

推
移

○
平

成
29

年
度

は
、

心
理

的
虐

待
の

割
合

が
最

も
多

く
、

次
い

で
身

体
的

虐
待

の
割

合
が

多
い

。

※
割

合
は

四
捨

五
入

の
た

め
、

10
0％

に
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。
※

平
成

22
年

度
は

、
東

日
本

大
震

災
の

影
響

に
よ

り
、

福
島

県
を

除
い

て
集

計
し

た
数

値
で

あ
る

。
※

平
成

29
年

度
の

件
数

は
、

速
報

値
の

た
め

今
後

変
更

が
あ

り
得

る
。
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家
族

親
戚

近
隣

知
人

児
童

本
人

福
祉

事
務

所
児

童
委

員
保

健
所

医
療

機
関

児
童

福
祉

施
設

警
察

等
学

校
等

そ
の

他
総

　
　

数

2
0
年

度
6
,1

3
4

(1
4
%
)

1
,1

4
7

(3
%
)

6
,1

3
2

(1
4
%
)

5
5
8

(1
%
)

6
,0

5
3

(1
4
%
)

3
1
9

(1
%
)

2
8
2

(1
%
)

1
,7

7
2

(4
%
)

1
,5

5
2

(4
%
)

6
,1

3
3

(1
4
%
)

4
,8

8
6

(1
1
%
)

7
,6

9
6

(1
8
%
)

4
2
,6

6
4

(1
0
0
%
)

2
1
年

度
6
,1

0
5

(1
4
%
)

1
,2

3
7

(3
%
)

7
,6

1
5

(1
7
%
)

5
0
4

(1
%
）

5
,9

9
1

(1
4
%
)

3
1
7

(1
%
)

2
2
6

(1
%
)

1
,7

1
5

(4
%
)

1
,4

0
1

(3
%
)

6
,6

0
0

(1
5
%
)

5
,2

4
3

(1
2
%
)

7
,2

5
7

(1
6
%
)

4
4
,2

1
1

(1
0
0
%
)

2
2
年

度
7
,3

6
8

（
1
3
%
）

1
,5

4
0

（
3
%
）

1
2
,1

7
5

（
2
2
%
）

6
9
6

（
1
%
）

6
,8

5
9

（
1
2
%
）

3
4
3

（
1
%
）

1
5
5

（
0
%
）

2
,1

1
6

（
4
%
）

1
,5

8
4

（
3
%
）

9
,1

3
5

（
1
6
%
）

5
,6

6
7

（
1
0
%
）

8
,7

4
6

（
1
6
%
）

5
6
,3

8
4

（
1
0
0
%
）

2
3
年

度
7
,4

7
1

（
1
2
%
）

1
,4

7
8

（
2
%
）

1
2
,8

1
3

（
2
1
%
）

7
4
1

（
1
%
）

6
,4

4
2

（
1
1
%
）

3
2
7

（
1
%
）

2
0
2

（
0
%
）

2
,3

1
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（
4
%
）

1
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1
6

（
3
%
）

1
1
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4
2

（
1
9
%
）

6
,0
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（
1
0
%
）

9
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1
5

（
1
6
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）

5
9
,9

1
9

（
1
0
0
%
）

2
4
年

度
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,1

4
7

（
1
1
%
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1
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（
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%
）
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%
）
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（
1
0
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0
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（
0
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4
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）
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（
1
0
0
%
）

2
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年

度
7
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）

1
3
,8

6
6

（
1
9
%
）

8
1
6

（
1
%
）

6
,6

1
8

（
9
%
）

2
9
0

（
0
%
）

1
7
9

（
0
%
）
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1
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3
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3
3
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）
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（
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）
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4
,0
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8

（
1
6
%
）

8
8
,9
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1

（
1
0
0
%
）

2
7
年

度
8
,8

7
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（
9
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）

2
,0
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9

（
2
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）

1
7
,4

1
5

（
1
7
%
）

9
3
0

（
1
%
）

7
,1

3
6

（
7
%
）

2
4
6

（
0
%
）

1
9
2

（
0
%
）

3
,0

7
8

（
3
%
）

1
,7

2
5

（
2
%
）

3
8
,5

2
4

（
3
7
%
）

8
,1

8
3

（
8
%
）

1
4
,9

2
1

（
1
4
%
）

1
0
3
,2

8
6

（
1
0
0
%
）

2
8
年

度
9
,5

3
8

（
8
%
）

1
,9

9
7

（
2
%
）

1
7
,4

2
8

（
1
4
%
）

1
,1

0
8

（
1
%
）

7
,6

7
3

（
6
%
）

2
3
5

（
0
%
）

2
0
3

（
0
%
）

3
,1

0
9

（
3
%
）

1
,7

7
2

（
1
%
）

5
4
,8

1
2

（
4
5
%
）

8
,8

5
0

（
7
%
）

1
5
,8

5
0

（
1
3
%
）

1
2
2
,5

7
5

（
1
0
0
%
）

2
9
年

度
（
速

報
値

）

9
,6

6
4

（
7
%
）

（
+
1
2
6
）

2
,1

7
1

（
2
%
）

（
+
1
7
4
）

1
6
,9

8
2

（
1
3
%
）

（
-
4
4
6
）

1
,1

1
8

（
1
%
）

（
+
1
0
）

7
,6

2
6

（
6
%
）

（
-
4
7
）

2
1
8

（
0
%
）

（
-
1
7
）

1
6
8

（
0
%
）

（
-
3
5
）

3
,1

9
9

（
2
%
）

（
+
9
0
）

2
,0

4
6

（
2
%
）

（
+
2
7
4
）

6
6
,0

5
5

（
4
9
%
）

（
+
1
1
,2

4
3
）

9
,2

8
1

（
7
%
）

（
+
4
3
1
）

1
5
,2

5
0

（
1
1
%
）

（
-
6
0
0
）

1
3
3
,7

7
8

（
1
0
0
%
）

（
+
1
1
,2

0
3
）

児
童

相
談

所
で

の
虐

待
相

談
の

経
路

別
件

数
の

推
移

○
平

成
29

年
度

に
、

児
童

相
談

所
に

寄
せ

ら
れ

た
虐

待
相

談
の

相
談

経
路

は
、

警
察

等
、

近
隣

知
人

、
家

族
、

学
校

等
か

ら
の

通
告

が
多

く
な

っ
て

い
る

。

※
割

合
は

四
捨

五
入

の
た

め
、

10
0％

に
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。
※

平
成

22
年

度
は

、
東

日
本

大
震

災
の

影
響

に
よ

り
、

福
島

県
を

除
い

て
集

計
し

た
数

値
で

あ
る

。
※

平
成

29
年

度
の

「
そ

の
他

」
で

最
も

多
い

の
は

、
「
（
他

の
）
児

童
相

談
所

」
が

6,
32

8件
で

あ
る

。
※

平
成

2 9
年

度
の

件
数

は
、

速
報

値
の

た
め

今
後

変
更

が
あ

り
得

る
。
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平
成
2
9年

中
に
お
け
る
自
殺
の
状
況

 

平
成

3
0年

３
月

16
日
 

厚
生
労
働
省
自
殺
対
策
推
進
室

 

警
察
庁
生
活
安
全
局
生
活
安
全
企
画
課
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Jigyousitucho
タイプライターテキスト
【資料5】　出典元：警察省ＨＰから抜粋　　　　　　http://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/jisatsu.html
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○
平
成

2
9
年
の
自
殺
者
数
は

2
1,

32
1人

と
な
り
、
対
前
年
比

57
6
人
（
約

2
.6
％
）減

。
平
成

22
年
以
降
、
８
年
連
続
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

 

○
男
女
別
に
み
る
と
、
男
性
は
８
年
連
続
の
減
少
で
あ
り
、
平
成
７
年
以
来
、

2
2年

ぶ
り
に
１
万

5
,0

00
人
を
下
回
っ
た
。
女
性
は
６
年
連
続
で
減
少
し
、
昭

和
5
3
年
か
ら
始
め
た
自
殺
統
計
で
過
去
最
少
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
男
性
の
自
殺
者
数
は
、
女
性
の
約

2
.3
倍
と
な
っ
て
い
る
。

 

 
（
単
位
：
人
）
 

自
殺
者
数
の
年
次
推
移

 

資
料
：
警
察
庁
自
殺
統
計
原
票
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よ
り
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生
労
働
省
作
成
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